
－ 1 －

○

内
閣
府
の
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年

内
閣
府
令
第
二
十
一
号
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
第
十
八
条

無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
第
十
八
条

法
律
第
四
十
二
号
）

法
律
第
四
十
二
号
）

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

和
二
十
三
年
法
律
第
二
を
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

和
二
十
三
年
法
律
第
二
を
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

十
五
号
）

）
、
第
二
十
七
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ

十
五
号
）

）
、
第
二
十
七
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項

れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七

条
の
二
十
八
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
二

条
の
二
十
八
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十

六
条
の
二
（
第
六
十
条
の
六
（
第
六
十
条
の
十
四
第

六
条
の
二
（
第
六
十
条
の
六
（
第
六
十
条
の
十
四
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
の
四

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
の
四

、
第
四
十
六
条
の
六
第
三
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四

、
第
四
十
六
条
の
六
第
三
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四

十
七
条
の
三
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
七
条
の
四
、

十
七
条
の
三
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
七
条
の
四
、

第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
、
第
五
十
七
条
の
十
六
、

第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
、
第
五
十
七
条
の
十
六
、
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第
五
十
七
条
の
十
七
第
三
項
、
第
六
十
六
条
の
十
六

第
五
十
七
条
の
十
七
第
三
項
、
第
六
十
六
条
の
十
六

、
第
六
十
六
条
の
十
八
、
第
六
十
六
条
の
三
十
七
、

、
第
六
十
六
条
の
十
八
、
第
六
十
六
条
の
三
十
七
、

第
六
十
六
条
の
三
十
九
、
第
八
十
八
条
の
十
一
第
一

第
六
十
六
条
の
三
十
九
、
第
八
十
八
条
の
十
一
第
一

項
、
第
百
三
十
九
条
の
四
第
九
項
、
第
百
三
十
九
条

項
、
第
百
三
十
九
条
の
四
第
八
項
、
第
百
三
十
九
条

の
六
第
四
項
、
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
二
項
並
び

の
六
第
四
項
、
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
二
項
並
び

に
第
百
三
十
九
条
の
二
十
一
第
二
項

に
第
百
三
十
九
条
の
二
十
一
第
二
項

損
害
保
険
料
率
算
出
団
第
十
条
の
五
第
七
項
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

損
害
保
険
料
率
算
出
団
第
十
条
の
五
第
七
項
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

体
に
関
す
る
法
律
（
昭
用
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

体
に
関
す
る
法
律
（
昭
用
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

和
二
十
三
年
法
律
第
百
第
五
十
一
条

和
二
十
三
年
法
律
第
百
第
五
十
一
条

九
十
三
号
）

九
十
三
号
）

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
第
五
条
の
七
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
五
条
の
十
一

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
第
五
条
の
七
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
五
条
の
十
一

事
業
に
関
す
る
法
律
（
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
六
条

事
業
に
関
す
る
法
律
（
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
六
条

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五

百
八
十
三
号
）

十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
及

百
八
十
三
号
）

十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
九
、
第

び
第
二
項
並
び
に
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
九
、
第

六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平

六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平

成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
九
十
四
条
第

成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
九
十
四
条
第

三
項
及
び
第
四
百
九
十
六
条
第
一
項

三
項
及
び
第
四
百
九
十
六
条
第
一
項

船
主
相
互
保
険
組
合
法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
八

船
主
相
互
保
険
組
合
法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
八

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の
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第
百
七
十
七
号
）

四
第
四
項
並
び
に
第
四
十
四
条
の
六
第
一
項
及
び
第

第
百
七
十
七
号
）

四
第
四
項
並
び
に
第
四
十
四
条
の
六
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会

二
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会

社
法
第
四
百
九
十
四
条

社
法
第
四
百
九
十
四
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
第
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て

投
資
信
託
及
び
投
資
法
第
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て

人
に
関
す
る
法
律
（
昭
準
用
す
る
会
社
法
第
七
十
四
条
第
六
項
、
第
七
十
五

人
に
関
す
る
法
律
（
昭
準
用
す
る
会
社
法
第
七
十
四
条
第
六
項
、
第
七
十
五

和
二
十
六
年
法
律
第
百
条
第
三
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
二
条

和
二
十
六
年
法
律
第
百
条
第
三
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
二
条

九
十
八
号
）

第
二
項
、
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

九
十
八
号
）

第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
、
第
九
十
四
条
第
一

す
る
同
法
第
百
八
十
二
条
の
六
第
二
項
、
第
九
十
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
条
第
六
項
及

条
第
三
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

び
第
三
百
十
八
条
第
二
項
、
第
百
十
五
条
第
一
項
及

る
同
法
第
三
百
十
条
第
六
項
及
び
第
三
百
十
八
条
第

び
第
百
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

二
項
、
第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
四
条
の

同
法
第
三
百
七
十
一
条
第
一
項
、
第
百
二
十
八
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
一

二
第
二
項
、
第
百
二
十
九
条
第
四
項
、
第
百
三
十
二

条
第
一
項
、
第
百
二
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
百
二

条
第
一
項
、
第
百
三
十
九
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て

十
九
条
第
四
項
、
第
百
三
十
二
条
第
一
項
、
第
百
三

準
用
す
る
同
法
第
七
百
三
十
一
条
第
二
項
、
第
百
四

十
九
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七

十
九
条
の
十
第
二
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
六
第
二

百
三
十
一
条
第
二
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
第
二
項

項
、
第
百
五
十
五
条
第
五
項
、
第
百
六
十
一
条
に
お

、
第
百
四
十
九
条
の
十
六
第
二
項
、
第
百
五
十
五
条

い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
百
八
条
第
一
項
及
び
第
三

第
五
項
、
第
百
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

項
並
び
に
第
二
百
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
五
百
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
十

一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
第
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
第
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
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十
六
年
法
律
第
二
百
三
百
十
条
第
六
項
及
び
第
三
百
十
一
条
第
三
項
、
第
二

十
六
年
法
律
第
二
百
三
百
十
条
第
六
項
及
び
第
三
百
十
一
条
第
三
項
、
第
二

十
八
号
）

十
四
条
第
八
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
三

十
八
号
）

十
四
条
第
八
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
三

十
八
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
四
十
八
条
の
七
第

十
八
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
四
十
八
条
の
七
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十

二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十

五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
六
十
三
条
に
お

五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
六
十
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
四
条
第
三
項
、
第

い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
四
条
第
三
項
、
第

四
百
九
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お

四
百
九
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第

い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第

二
項
並
び
に
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

二
項
並
び
に
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
二
条
の
二
の
六
第
一
項
及
び
第
八
十

る
同
法
第
五
十
二
条
の
二
の
六
第
一
項
及
び
第
八
十

九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条

九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条

の
二
の
六
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
四
十
九

の
二
の
六
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
四
十
九

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
一
条

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
一
条

和
二
十
七
年
法
律
第
百
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
二
の
六
第
一

和
二
十
七
年
法
律
第
百
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
二
の
六
第
一

八
十
七
号
）

項
、
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
五
十
二
条

八
十
七
号
）

項
、
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
五
十
二
条

の
四
十
九
（
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用

の
四
十
九
（
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
及
び
第
五
十
二
条
の
六
十
一
第
二
項
に
お

す
る
場
合
及
び
第
五
十
二
条
の
六
十
一
第
二
項
に
お

い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
五
十
二

い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
五
十
二

条
の
六
十
第
一
項
（
第
五
十
二
条
の
六
十
一
第
二
項

条
の
六
十
第
一
項
（
第
五
十
二
条
の
六
十
一
第
二
項

に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

金
融
機
関
の
合
併
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
四
項
、
第
四

金
融
機
関
の
合
併
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
四
項
、
第
四
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転
換
に
関
す
る
法
律
（
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項

転
換
に
関
す
る
法
律
（
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項

昭
和
四
十
三
年
法
律
第

昭
和
四
十
三
年
法
律
第

八
十
六
号
）

八
十
六
号
）

銀
行
法

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の

銀
行
法

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の

二
の
六
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
、

二
の
六
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
、

第
五
十
二
条
の
四
十
九
（
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に

第
五
十
二
条
の
四
十
九
（
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
五
十
二
条
の
六
十
一

お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
五
十
二
条
の
六
十
一

第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び

第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び

に
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一
項
（
第
五
十
二
条
の
六

に
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一
項
（
第
五
十
二
条
の
六

十
一
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
一
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十

和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
四
条
の
二
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項

和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
四
条
の
二
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項

第
十
号
）

第
十
号
）

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
第
二
十
五
条
の
八
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
第
二
十
五
条
の
八
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項

規
則
（
昭
和
五
十
七
年

規
則
（
昭
和
五
十
七
年

大
蔵
省
令
第
十
三
号
）

大
蔵
省
令
第
十
三
号
）

金
融
機
関
の
信
託
業
務
第
二
十
一
条
第
三
項

金
融
機
関
の
信
託
業
務
第
二
十
一
条
第
三
項

の
兼
営
等
に
関
す
る
法

の
兼
営
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
昭
和
五

律
施
行
規
則
（
昭
和
五
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十
七
年
大
蔵
省
令
第
十

十
七
年
大
蔵
省
令
第
十

六
号
）

六
号
）

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
第
十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
十
九
条
（
第
二
十
四
条

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
第
十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
十
九
条
（
第
二
十
四
条

八
年
法
律
第
三
十
二
号
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
四
条

八
年
法
律
第
三
十
二
号
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
四
条

）

の
三
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
二

）

の
三
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
二

十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
二
十
四
条
の
四
十
七

む
。
）
及
び
第
二
十
四
条
の
四
十
七

保
険
業
法
（
平
成
七
年
第
三
十
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法

保
険
業
法
（
平
成
七
年
第
三
十
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法

法
律
第
百
五
号
）

第
七
十
四
条
第
六
項
、
第
七
十
五
条
第
三
項
及
び
第

法
律
第
百
五
号
）

第
七
十
四
条
第
六
項
、
第
七
十
五
条
第
三
項
及
び
第

八
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て

八
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
条
第
六
項
、
第
三
百
十
一

準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
条
第
六
項
、
第
三
百
十
一

条
第
三
項
、
第
三
百
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

条
第
三
項
、
第
三
百
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

第
三
百
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項

第
三
百
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項

（
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

（
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
条
第

含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
条
第

六
項
、
第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

六
項
、
第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
百
十
一
条
第
三
項
、
第
三
百
十
八
条
第
二
項

法
第
三
百
十
一
条
第
三
項
、
第
三
百
十
八
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
五
十
三
条
の
十
六
及
び
第
百
八
十

及
び
第
三
項
、
第
五
十
三
条
の
十
六
及
び
第
百
八
十

条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
一

条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
一

条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す

条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
百
七
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る

る
同
法
第
三
百
七
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
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部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
三
条
の
二
十
一
に
お
い

部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
三
条
の
二
十
一
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
五

て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
五

十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

十
三
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百

同
法
第
三
百
九
十
九
条
の
十
一
第
一
項
、
第
五
十
三

十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
（
第
百

条
の
二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
十
三

九
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
（
第
百
九
十

。
）
、
第
五
十
四
条
の
三
第
四
項
（
第
百
九
十
八
条

八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

、
第
五
十
四
条
の
三
第
四
項
（
第
百
九
十
八
条
第
一

五
十
四
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
一
条

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十

の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
三
十
一
条
第

四
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
一
条
の
八

二
項
、
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
三
十
一
条
第
二
項

法
第
七
十
四
条
第
六
項
、
第
七
十
四
条
第
三
項
（
第

、
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

七
十
四
条
第
六
項
、
第
七
十
四
条
第
三
項
（
第
七
十

。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
三
項

七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
八
十
一
条
第
二
項
、
第
九
十
六
条
の
五
第
三

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
三
項
及
び

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
九
十
一
条
第
二

第
八
十
一
条
第
二
項
、
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に

項
及
び
第
八
百
一
条
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
九
十
一
条
第
二
項
及

を
除
く
。
）
、
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て

び
第
八
百
一
条
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除

準
用
す
る
同
法
第
八
百
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
百

く
。
）
、
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用

十
五
条
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

す
る
同
法
第
八
百
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
百
十
五

、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
項
（
第
二
百
十
条
第
一

条
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

項
（
二
百
七
十
条
の
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

百
三
十
六
条
の
二
第
一
項
（
第
二
百
十
条
第
一
項
（

場
合
を
含
む
。
）
、
二
百
七
十
条
の
四
第
九
項
及
び

二
百
七
十
条
の
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場



－ 8 －

を
含
む
。
）
、
二
百
七
十
条
の
四
第
九
項
及
び
第
二

合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
二
項
（

百
七
十
二
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
百
六
十
五
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

含
む
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
二
項
（
第
百

場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
九
第
一
項

六
十
五
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

、
第
百
六
十
五
条
の
二
十
一
第
二
項
（
第
百
六
十
五

を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
九
第
一
項
、
第

条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

百
六
十
五
条
の
二
十
一
第
二
項
（
第
百
六
十
五
条
の

む
。
）
、
第
百
八
十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る

二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

同
法
第
四
百
九
十
二
条
第
四
項
、
第
四
百
九
十
四
条

）
、
第
百
八
十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
三
項
及
び
第
四
百
九
十
六
条
第
一
項
、
第
百
八
十

第
四
百
九
十
二
条
第
四
項
、
第
四
百
九
十
四
条
第
三

三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
百
八
条

項
及
び
第
四
百
九
十
六
条
第
一
項
、
第
百
八
十
三
条

第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
九
十
六
条
第
三
項
、
第

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
百
八
条
第
一

二
百
十
二
条
第
四
項
及
び
第
二
百
三
十
五
条
第
四
項

項
及
び
第
三
項
、
第
百
九
十
六
条
第
三
項
、
第
二
百

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
百
八
条
第
一
項
及
び

十
二
条
第
四
項
及
び
第
二
百
三
十
五
条
第
四
項
に
お

第
三
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
（
第

い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
百
八
条
第
一
項
及
び
第
三

二
百
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
（
第
二
百

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
八
十
五
条
第
一
項
並
び

七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
第
三
百
三
条

を
含
む
。
）
、
第
二
百
八
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第

三
百
三
条

保
険
業
法
施
行
規
則
（
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
三
項

保
険
業
法
施
行
規
則
（
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
三
項

平
成
八
年
大
蔵
省
令
第

平
成
八
年
大
蔵
省
令
第

五
号
）

五
号
）
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土
地
の
再
評
価
に
関
す
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

土
地
の
再
評
価
に
関
す
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

る
法
律
（
平
成
十
年
法

る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
三
十
四
号
）

律
第
三
十
四
号
）

資
産
の
流
動
化
に
関
す
第
三
十
八
条
及
び
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

資
産
の
流
動
化
に
関
す
第
六
十
三
条
第
二
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
に
お
い

る
法
律
（
平
成
十
年
法
す
る
会
社
法
第
百
八
十
二
条
の
六
第
二
項
、
第
六
十

る
法
律
（
平
成
十
年
法
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
条
第
六
項
、
第
六
十

律
第
百
五
号
）

三
条
第
二
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

律
第
百
五
号
）

五
条
第
二
項
及
び
第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い

す
る
同
法
第
三
百
十
条
第
六
項
、
第
六
十
五
条
第
二

て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
一
条
第
三
項
、
第
六
十

項
及
び
第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
八

る
同
法
第
三
百
十
一
条
第
三
項
、
第
六
十
五
条
第
三

条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
八
条
第
二
項

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
八
条
第
一
項
（
第

及
び
第
三
項
、
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
十
九
条
第
二

す
る
同
法
第
三
百
七
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係

項
、
第
百
二
条
第
四
項
、
第
百
五
条
第
一
項
及
び
第

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
十
九
条
第
二
項
、
第
百

二
項
、
第
百
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
百
四
十
九

二
条
第
四
項
、
第
百
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
三
十
一

百
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項

条
第
二
項
、
第
百
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
三
十
一
条
第
二
項

す
る
同
法
第
四
百
九
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
百
九

、
第
百
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

十
六
条
第
一
項
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て

第
四
百
九
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
百
九
十
六
条
第

準
用
す
る
同
法
第
五
百
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

一
項
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
百
条
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

同
法
第
五
百
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
条

）
、
第
二
百
十
五
条
、
第
二
百
六
十
四
条
第
三
項
及

第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二

び
第
四
項
、
第
二
百
七
十
五
条
第
三
項
（
第
二
百
七

百
十
五
条
、
第
二
百
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項

十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
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、
第
二
百
七
十
五
条
第
三
項
（
第
二
百
七
十
九
条
第

）
並
び
に
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に

第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項

金
融
商
品
取
引
清
算
機
第
二
十
一
条
第
四
項

金
融
商
品
取
引
清
算
機
第
二
十
一
条
第
四
項

関
等
に
関
す
る
内
閣
府

関
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
（
平
成
十
四
年
内
閣

令
（
平
成
十
四
年
内
閣

府
令
第
七
十
六
号
）

府
令
第
七
十
六
号
）

信
託
業
法
（
平
成
十
六
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項

信
託
業
法
（
平
成
十
六
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項

年
法
律
第
百
五
十
四
号

年
法
律
第
百
五
十
四
号

）

）

信
託
業
法
施
行
規
則
（
第
三
十
九
条
第
三
項

信
託
業
法
施
行
規
則
（
第
三
十
九
条
第
三
項

平
成
十
六
年
内
閣
府
令

平
成
十
六
年
内
閣
府
令

第
百
七
号
）

第
百
七
号
）

金
融
商
品
取
引
業
等
に
第
百
十
七
条
第
一
項
第
十
五
号

金
融
商
品
取
引
業
等
に
第
百
十
七
条
第
一
項
第
十
五
号

関
す
る
内
閣
府
令
（
平

関
す
る
内
閣
府
令
（
平

成
十
九
年
内
閣
府
令
第

成
十
九
年
内
閣
府
令
第

五
十
二
号
）

五
十
二
号
）

金
融
商
品
取
引
所
等
に
第
四
十
六
条
第
四
項

金
融
商
品
取
引
所
等
に
第
四
十
六
条
第
四
項
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関
す
る
内
閣
府
令
（
平

関
す
る
内
閣
府
令
（
平

成
十
九
年
内
閣
府
令
第

成
十
九
年
内
閣
府
令
第

五
十
四
号
）

五
十
四
号
）

資
金
決
済
に
関
す
る
法
第
二
十
二
条
、
第
五
十
二
条
、
第
七
十
八
条

資
金
決
済
に
関
す
る
法
第
二
十
二
条
、
第
五
十
二
条
、
第
七
十
八
条

律
（
平
成
二
十
一
年
法

律
（
平
成
二
十
一
年
法

律
第
五
十
九
号
）

律
第
五
十
九
号
）

別
表
第
四
（
第
八
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
八
条
関
係
）

金
融
商
品
取
引
法

第
二
十
五
条
第
三
項
（
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

金
融
商
品
取
引
法

第
二
十
五
条
第
三
項
（
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
四
第
三

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
四
第
三

項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て

項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十

八
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い

八
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
の
四

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
の
四

、
第
四
十
六
条
の
六
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
三
、

、
第
四
十
六
条
の
六
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
三
、

第
五
十
七
条
の
四
、
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
、
第

第
五
十
七
条
の
四
、
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
、
第

五
十
七
条
の
十
六
、
第
五
十
七
条
の
十
七
第
三
項
、

五
十
七
条
の
十
六
、
第
五
十
七
条
の
十
七
第
三
項
、

第
六
十
六
条
の
十
八
、
第
六
十
六
条
の
三
十
九
、
第

第
六
十
六
条
の
十
八
、
第
六
十
六
条
の
三
十
九
、
第

百
一
条
の
三
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

百
一
条
の
三
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
百
一
条
の
五
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部

。
）
、
第
百
一
条
の
五
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
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分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
（
第

分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
（
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の

四
第
十
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

四
第
九
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

百
三
十
九
条
の
五
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

百
三
十
九
条
の
五
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
六
第
五
項
（
第
一
号

限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
六
第
五
項
（
第
一
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
七
第

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
七
第

二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三

二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三

十
九
条
の
十
三
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

十
九
条
の
十
三
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
十
四
第
二
項
（
第
一
号

る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
十
四
第
二
項
（
第
一
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
三
十
九
条
の
二

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
三
十
九
条
の
二

十
一
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

十
一
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

損
害
保
険
料
率
算
出
団
第
十
条
の
五
第
七
項

損
害
保
険
料
率
算
出
団
第
十
条
の
五
第
七
項

体
に
関
す
る
法
律

体
に
関
す
る
法
律

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
第
五
条
の
七
第
十
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
第
五
条
の
七
第
十
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

事
業
に
関
す
る
法
律

る
。
）
及
び
第
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

事
業
に
関
す
る
法
律

る
。
）
及
び
第
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
会
社
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係

る
会
社
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）

る
部
分
に
限
る
。
）

船
主
相
互
保
険
組
合
法
第
三
十
三
条
の
二
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

船
主
相
互
保
険
組
合
法
第
三
十
三
条
の
二
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

限
り
、
第
三
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

限
り
、
第
三
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
一

合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
一
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号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
の
六
第

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
の
六
第

三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五

三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五

十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
九
百

十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
九
百

五
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

五
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）

）

投
資
信
託
及
び
投
資
法
第
十
五
条
第
二
項
、
第
六
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て

投
資
信
託
及
び
投
資
法
第
十
五
条
第
二
項
、
第
六
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て

人
に
関
す
る
法
律

準
用
す
る
会
社
法
第
三
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に

人
に
関
す
る
法
律

準
用
す
る
会
社
法
第
三
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
、
第
七
十
三
条

係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
、
第
七
十
三
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
第
七

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
第
七

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
五

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
五

条
第
四
項
、
第
八
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る

条
第
四
項
、
第
八
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
並
び
に
第
八
十
二
条

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
並
び
に
第
八
十
二
条

第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第

第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第

四
項
、
第
七
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

四
項
、
第
七
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部

る
同
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
八
十
一
条
の
二
第

分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
九
十
二
条
第
四
項

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
八
十
二
条
の
二

、
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第

三
百
十
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

百
八
十
二
条
の
六
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

）
並
び
に
第
三
百
十
八
条
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る

限
る
。
）
、
第
九
十
二
条
第
四
項
、
第
九
十
四
条
第

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
、
第
百
十
五
条
第
一

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
条
第
七
項

項
及
び
第
百
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
三
百

す
る
同
法
第
三
百
七
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
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十
八
条
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
八
条

及
び
第
五
項
、
第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十

の
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百

第
百
二
十
八
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

七
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

法
第
四
百
三
十
三
条
第
三
項
、
第
百
三
十
二
条
第
二

）
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
八
条
の
三
第
一
項
（
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
四
十
二
条
第
三

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
八
条
の

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
三
十
三

、
第
百
三
十
九
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

条
第
三
項
、
第
百
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

六
百
八
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

す
る
同
法
第
四
百
四
十
二
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係

る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
九
条
の
十
第
二
項

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
三
十
一
条
第
三
項

の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
百
八
十
四
条
第

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
四

二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四

十
九
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第

項
、
第
百
三
十
九
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

百
四
十
九
条
の
六
第
二
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
第

る
同
法
第
七
百
三
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る

三
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
百
四

部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
四
十
九
条
第
二
項
（

十
九
条
の
十
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
百
四
十
九
条
の
六

含
む
。
）

第
二
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
第
三
項
、
第
百
四
十

九
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
百
四
十
九
条
の
十
六
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

信
用
金
庫
法

第
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

信
用
金
庫
法

第
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

百
十
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

百
十
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
三
百
十
一
条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
二

、
第
三
百
十
一
条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
二
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項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
四

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
四

条
第
九
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
四
項
（
第
一
号
に

条
第
九
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
四
項
（
第
一
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
八
条
第
十
一
項
（

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
八
条
第
十
一
項
（

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
八
条
の

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
八
条
の

七
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

七
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

五
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

五
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
、
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百

）
、
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百

九
十
六
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

九
十
六
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
並
び
に
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

）
並
び
に
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

長
期
信
用
銀
行
法

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
条
及

長
期
信
用
銀
行
法

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
条
及

び
第
五
十
二
条
の
六
十
第
二
項
（
第
五
十
二
条
の
六

び
第
五
十
二
条
の
六
十
第
二
項
（
第
五
十
二
条
の
六

十
一
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
一
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

金
融
機
関
の
合
併
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り

金
融
機
関
の
合
併
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り

転
換
に
関
す
る
法
律

、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
三
項
及
び

転
換
に
関
す
る
法
律

、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
三
項
及
び

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

、
第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

り
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第

り
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第

四
十
七
条
第
三
項
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用

四
十
七
条
第
三
項
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

す
る
場
合
を
含
む
。
）



－ 16 －

銀
行
法

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の

銀
行
法

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の

二
十
九
第
一
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
六
十
第
二
項

二
十
九
第
一
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
六
十
第
二
項

（
第
五
十
二
条
の
六
十
一
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す

（
第
五
十
二
条
の
六
十
一
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）

銀
行
法
施
行
規
則

第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十

銀
行
法
施
行
規
則

第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十

四
条
の
二
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項

四
条
の
二
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
第
十
八
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
二
十
五
条
の
八
の

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
第
十
八
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
二
十
五
条
の
八
の

規
則

二
第
二
項
及
び
第
三
項

規
則

二
第
二
項
及
び
第
三
項

貸
金
業
法

第
十
九
条
の
二
（
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
四

貸
金
業
法

第
十
九
条
の
二
（
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
四

条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
二

条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
二

十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項

十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

保
険
業
法

第
十
六
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、

保
険
業
法

第
十
六
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、

第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
七
条
の
四
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る

む
。
）
、
第
十
七
条
の
四
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る

部
分
に
限
り
、
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

部
分
に
限
り
、
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
第
二
項
（
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
第
二
項
（
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
条
の
八
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
条
の
八
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
十
四
条
第
七

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
十
四
条
第
七
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項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
五

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
五

条
第
四
項
及
び
第
八
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係

条
第
四
項
及
び
第
八
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
（

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
（

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
一
条
第

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
一
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
条
第
七
項

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
条
第
七
項

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
百
十
一

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
百
十
一

条
第
四
項
、
第
三
百
十
八
条
第
四
項
（
第
一
号
に
係

条
第
四
項
、
第
三
百
十
八
条
第
四
項
（
第
一
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
百
十
九
条
第
三
項
（
第

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
百
十
九
条
第
三
項
（
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
の
二

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
の
二

第
三
項
（
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
項
（
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百

場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百

十
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

十
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

百
十
一
条
第
四
項
及
び
第
三
百
十
八
条
第
四
項
（
第

百
十
一
条
第
四
項
及
び
第
三
百
十
八
条
第
四
項
（
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
三
条
の
十

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
三
条
の
十

六
及
び
第
百
八
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同

六
及
び
第
百
八
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
百
七
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分

法
第
三
百
七
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
五
十
三
条
の
十
七
に

に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
五
十
三
条
の
十
七
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
四
条
第
二
項
（

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
四
条
第
二
項
（

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
百
七
十

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
百
七
十

八
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

八
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
五
十
三
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

第
五
十
三
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
百
九
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

三
百
九
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
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り
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

り
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
に
お
い

。
）
、
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
九
十
九
条
の
十
一
第
二
項

用
す
る
同
法
第
四
百
十
三
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
三
項
に
お

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
同
法
第
四
百
十

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
の

三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
十

、
第
五
十
四
条
の
八
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分

三
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及

に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す

び
第
三
項
（
同
法
第
四
百
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て

る
同
法
第
六
百
八
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
四
条
の
八
第

部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
の
八
第
二
項
に
お

三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十

い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
三
十
一
条
第
三
項
（
第

一
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
百
八
十
四

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
九
条
の
二

条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第

六
十
一
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十

七
百
三
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条

る
。
）
、
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
（
第
一
号
に
係

第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
（
第
一
号
に
係
る

十
四
条
第
三
項
（
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準

部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係

第
七
十
五
条
第
四
項
及
び
第
八
十
一
条
第
三
項
（
第

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
四
条
第
三
項
（
第
七

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
二
条
第
三

十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
九
十
六
条
の

）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
四
項
及

十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八

び
第
八
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

十
七
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

る
。
）
、
第
八
十
二
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部

及
び
第
五
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
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分
に
限
り
、
第
九
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す

第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
七
条
第
三
項
（
第
一

第
七
百
九
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
（
第
一
号

限
る
。
）
、
第
七
百
九
十
四
条
第
三
項
（
第
一
号
に

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
十
六
条
の
五
第
三

係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
百
一
条
第
四
項
（

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
九
十
一
条
第
三

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
六
項
に
お
い

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
百
九

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
六
条
の
九

十
四
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
三
条
第
三

及
び
第
八
百
一
条
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
十

限
り
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

む
。
）
、
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用

第
八
百
十
五
条
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

す
る
同
法
第
八
百
三
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部

り
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号

。
）
、
第
百
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
二
百

に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
百
十
五
条
第
四
項
（

。
）
、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
（
第
二
百
十
条

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
六
項
に
お
い

第
一
項
（
第
二
百
七
十
条
の
四
第
九
項
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
十
一
条
第
一

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
七
十
条
の
四
第

項
及
び
第
二
項
（
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い

九
項
及
び
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
三
十
六
条
の

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
二
第

二
第
二
項
（
第
二
百
十
条
第
一
項
（
第
二
百
七
十
条

二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六

の
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
五
条
の
九
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

、
第
二
百
七
十
条
の
四
第
九
項
及
び
第
二
百
七
十
二

。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
三
項
（
第
一
号
に

条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

係
る
部
分
に
限
り
、
第
百
六
十
五
条
の
十
四
第
三
項

、
第
百
六
十
五
条
の
二
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
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分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
九
第
二
項
（
第

五
条
の
十
五
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の

。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
九
第
二
項
（
第
一
号
に

十
三
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
百

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
二
十
一

六
十
五
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
百
六
十

を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
二
項
（
第

五
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の

含
む
。
）
、
第
百
六
十
六
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係

十
九
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
八
十
条
の
十
七
に
お
い

第
百
六
十
五
条
の
二
十
一
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る

て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
一

部
分
に
限
り
、
第
百
六
十
五
条
の
二
十
二
第
三
項
に

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
九
十
六
条
第
五

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
六

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
二

条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

十
四
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

百
八
十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百

、
第
二
百
四
十
条
の
七
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部

九
十
六
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
一

）
、
第
百
九
十
六
条
第
五
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分

項
（
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準

に
限
る
。
）
、
第
二
百
二
十
四
条
第
三
項
（
第
一
号

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
百
八
十
五
条

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
条
の
七
第

第
二
項

二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百

七
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
（
第
二
百
七
十
二
条
の

四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

並
び
に
第
二
百
八
十
五
条
第
二
項

資
産
の
流
動
化
に
関
す
第
五
条
第
四
項
及
び
第
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準

資
産
の
流
動
化
に
関
す
第
五
条
第
四
項
及
び
第
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準

る
法
律

用
す
る
会
社
法
第
三
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係

る
法
律

用
す
る
会
社
法
第
三
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
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る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第

四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
二

四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
二

十
五
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

十
五
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
三
十
八
条
及
び
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準

、
第
六
十
三
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

用
す
る
同
法
第
百
八
十
二
条
の
二
第
二
項
（
第
一
号

り
、
第
二
百
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
八
十
二
条
の
六

合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準

第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六

用
す
る
同
法
第
三
百
十
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る

十
三
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第

部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二

二
百
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

百
四
十
五
条
第
二
項
（
第
二
百
五
十
三
条
に
お
い
て

む
。
）
、
第
六
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同

同
法
第
三
百
十
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

法
第
三
百
十
一
条
第
四
項
、
第
六
十
五
条
第
三
項
に

限
る
。
）
、
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二
百
四
十

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
八
条
第
四
項
（
第

五
条
第
二
項
（
第
二
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
六
条
第
二

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
四
条
第
二

百
十
一
条
第
四
項
、
第
六
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
百

準
用
す
る
同
法
第
三
百
十
八
条
第
四
項
（
第
一
号
に

七
十
八
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お

）
、
第
九
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
四
条
第
二
項
（
第

限
る
。
）
、
第
百
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
百
七
十
八

に
限
る
。
）
、
第
百
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

る
同
法
第
四
百
四
十
二
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る

九
十
一
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用

）
、
第
百
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

す
る
同
法
第
六
百
八
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係

。
）
、
第
百
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
九
条
第
二
項
及
び
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第
四
百
四
十
二
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
（
第
二
百
五
十
三
条
に
お

限
る
。
）
、
第
百
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す

法
第
六
百
八
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分

る
同
法
第
七
百
三
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る

に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
百

部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い

四
十
九
条
第
一
項
（
第
二
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
一

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
条
第
三
項
（

第
七
百
三
十
一
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
六
十
四

限
る
。
）
、
第
百
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

条
第
五
項
、
第
二
百
七
十
五
条
第
五
項
及
び
第
二
百

す
る
同
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係

七
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
条
第
三
項
（
第
三
号

四
十
二
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
六
十
四
条
第
五

）
、
第
二
百
六
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
八
十

項
、
第
二
百
七
十
五
条
第
五
項
及
び
第
二
百
七
十
九

三
条
第
三
項

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
四
十
二

条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

二
百
六
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
八
十
三
条
第

三
項

金
融
商
品
取
引
清
算
機
第
二
十
一
条
第
四
項

金
融
商
品
取
引
清
算
機
第
二
十
一
条
第
四
項

関
等
に
関
す
る
内
閣
府

関
等
に
関
す
る
内
閣
府

令

令

信
託
業
法

第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項

信
託
業
法

第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項
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金
融
商
品
取
引
所
等
に
第
四
十
六
条
第
四
項

金
融
商
品
取
引
所
等
に
第
四
十
六
条
第
四
項

関
す
る
内
閣
府
令

関
す
る
内
閣
府
令

資
金
決
済
に
関
す
る
法
第
八
十
九
条
第
一
項

資
金
決
済
に
関
す
る
法
第
八
十
九
条
第
一
項

律

律

別
表
第
五
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
十
条
関
係
）

金
融
商
品
取
引
法

第
六
条
（
第
十
二
条
、
第
二
十
三
条
の
十
二
第
一
項

金
融
商
品
取
引
法

第
六
条
（
第
十
二
条
、
第
二
十
三
条
の
十
二
第
一
項

、
第
二
十
四
条
第
七
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項

、
第
二
十
四
条
第
七
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項

、
第
二
十
四
条
の
五
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

、
第
二
十
四
条
の
五
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
二
十
四
条
の
六
第
三
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い

第
二
十
四
条
の
六
第
三
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
三

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
三

第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
八
第
六
項
（
第
二
十
七
条

第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
八
第
六
項
（
第
二
十
七
条

の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
二
十
七
条
の
十
一
第
四
項
、
第
二
十
七
条
の

）
、
第
二
十
七
条
の
十
一
第
四
項
、
第
二
十
七
条
の

十
三
第
三
項
並
び
に
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第

十
三
第
三
項
並
び
に
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第

二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に

。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条

の
二
十
二
の
二
第
四
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準

の
二
十
二
の
二
第
四
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
七

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
七

（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
一
条
の
三
第
二
項
（
第

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
一
条
の
三
第
二
項
（
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
一
条
の
五
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
一
条
の
五
第

二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三

二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三

十
九
条
の
三
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

十
九
条
の
三
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
四
第
十
項
（
第
二
号
に
係

。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
四
第
九
項
（
第
二
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
五
第
二
項

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
五
第
二
項

（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九

（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九

条
の
六
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

条
の
六
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
百
三
十
九
条
の
七
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部

、
第
百
三
十
九
条
の
七
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
三
項
（

分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
三
項
（

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
九
条

の
十
四
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
十
四
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
第
百
三
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
（
第
二
号
に

及
び
第
百
三
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）

係
る
部
分
に
限
る
。
）

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
第
五
条
の
七
第
十
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
第
五
条
の
七
第
十
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

事
業
に
関
す
る
法
律

る
。
）
、
第
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

事
業
に
関
す
る
法
律

る
。
）
、
第
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

会
社
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る

会
社
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）

部
分
に
限
る
。
）

船
主
相
互
保
険
組
合
法
第
四
十
四
条
の
六
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

船
主
相
互
保
険
組
合
法
第
四
十
四
条
の
六
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に



－ 25 －

限
る
。
）
及
び
第
五
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

限
る
。
）
及
び
第
五
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
会
社
法
第
九
百
五
十
一
条
第
二
項
（
第
二
号
に

す
る
会
社
法
第
九
百
五
十
一
条
第
二
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）

係
る
部
分
に
限
る
。
）

投
資
信
託
及
び
投
資
法
第
六
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法
第
六
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

人
に
関
す
る
法
律

三
十
一
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

人
に
関
す
る
法
律

三
十
一
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
及
び
第
三
項
、
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い

）
及
び
第
三
項
、
第
百
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て

て
準
用
す
る
同
法
第
百
八
十
二
条
の
二
第
二
項
（
第

準
用
す
る
同
法
第
四
百
四
十
二
条
第
三
項
（
第
二
号

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
八
十
二
条

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百

の
六
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

四
十
九
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、

第
百
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

第
百
四
十
九
条
の
六
第
二
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十

四
百
四
十
二
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

第
三
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
百

る
。
）
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
四
十
九
条
第
二
項

四
十
九
条
の
十
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
百
四
十
九
条
の

を
含
む
。
）

六
第
二
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
第
三
項
、
第
百
四

十
九
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
百
四
十
九
条
の
十
六

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

信
用
金
庫
法

第
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

信
用
金
庫
法

第
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

百
十
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

百
十
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
第
三
百
十
一
条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第

及
び
第
三
百
十
一
条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第

二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十

二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十

八
条
第
十
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

八
条
第
十
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）



－ 26 －

並
び
に
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

並
び
に
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）

。
）

金
融
機
関
の
合
併
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り

金
融
機
関
の
合
併
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り

転
換
に
関
す
る
法
律

、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
三
項
及
び

転
換
に
関
す
る
法
律

、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
三
項
及
び

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
り
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、

限
り
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、

第
四
十
七
条
第
三
項
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準

第
四
十
七
条
第
三
項
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

保
険
業
法

第
十
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、

保
険
業
法

第
十
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、

第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
七
条
の
四
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る

む
。
）
、
第
十
七
条
の
四
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
り
、
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

部
分
に
限
り
、
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
十
三
条
第
六
項
、
第
二

い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
十
三
条
第
六
項
、
第
二

十
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

十
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

、
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条

に
限
る
。
）
、
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
六
条
第
七

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
六
条
第
七

項
、
第
五
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

項
、
第
五
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法



－ 27 －

第
三
百
五
十
八
条
第
七
項
、
第
五
十
三
条
の
十
七
に

第
三
百
五
十
八
条
第
七
項
、
第
五
十
三
条
の
十
七
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
八
条
第
二
項
（

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
八
条
第
二
項
（

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
四
条
の

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
四
条
の

八
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

八
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

六
十
九
条
の
二
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

六
十
九
条
の
二
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
及
び
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

る
。
）
及
び
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
八
十
二
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

。
）
、
第
八
十
二
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
り
、
第
九
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る

に
限
り
、
第
九
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
七
条
第
三
項
（
第
二
号

場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
七
条
第
三
項
（
第
二
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
（
第
二
号
に

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
七
条
第
六
項
、
第
九
十
六

て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
七
条
第
六
項
、
第
九
十
六

条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
九

条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
九

十
一
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

十
一
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
七
百
九
十
四
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

、
第
七
百
九
十
四
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び
第
八
百
一
条
第
四
項
（
第
二
号
に

に
限
る
。
）
及
び
第
八
百
一
条
第
四
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
三
条
第
三
項
（
第
二

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
三
条
第
三
項
（
第
二

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
十
一
条
第
三

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
十
一
条
第
三

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
百

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
百

十
五
条
第
四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

十
五
条
第
四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
（
第
二
百
十
条
第
一

、
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
（
第
二
百
十
条
第
一
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項
（
第
二
百
七
十
条
の
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

項
（
第
二
百
七
十
条
の
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
七
十
条
の
四
第
九
項

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
七
十
条
の
四
第
九
項

及
び
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す

及
び
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
六
条
の
二
第
二
項

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
六
条
の
二
第
二
項

（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五

（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五

条
の
二
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

条
の
二
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
百
六
十
五
条
の
九
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部

、
第
百
六
十
五
条
の
九
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
三
項
（

分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
三
項
（

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
百
六
十
五
条
の
十

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
百
六
十
五
条
の
十

四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部

第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
九
第
二
項
（

分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条
の
十
九
第
二
項
（

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
五
条

の
二
十
一
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、

の
二
十
一
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、

第
百
六
十
六
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

第
百
六
十
六
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
六
条
第
三
項
（
第

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
六
条
第
三
項
（
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
八
十
条
の
十

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
八
十
条
の
十

七
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二

七
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
九
十

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
九
十

六
条
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

六
条
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
二
百
二
十
四
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

第
二
百
二
十
四
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
四
十
条
の
七
第
二
項
（
第

限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
四
十
条
の
七
第
二
項
（
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
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資
産
の
流
動
化
に
関
す
第
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

資
産
の
流
動
化
に
関
す
第
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

る
法
律

十
一
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

る
法
律

十
一
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

、
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

十
三
条
第
六
項
、
第
三
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準

十
三
条
第
六
項
、
第
三
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
百
七
条
第
六
項
、
第
三
十
八
条
及

用
す
る
同
法
第
二
百
七
条
第
六
項
、
第
五
十
八
条
第

び
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
六
条
第
七
項

八
十
二
条
の
二
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

、
第
八
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

る
。
）
及
び
第
百
八
十
二
条
の
六
第
三
項
（
第
二
号

三
百
五
十
八
条
第
七
項
、
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
条
第
二
項
に

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
八
条
第
二
項
（
第

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
六
条
第
七
項
、
第
八

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
五
条
第
四
項

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
五

及
び
第
二
百
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

十
八
条
第
七
項
、
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

同
法
第
四
百
四
十
二
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部

用
す
る
同
法
第
三
百
七
十
八
条
第
二
項
（
第
二
号
に

分
に
限
る
。
）
、
第
百
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
五
条
第
四
項
及
び
第

準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
二
号

二
百
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
四
十
五
条

四
百
四
十
二
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
法
第
百
十
条
第
一

る
。
）
、
第
百
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

項
及
び
第
二
項

る
同
法
第
四
百
九
十
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
四
十
五
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
法
第
百
十
条
第
一
項
及
び

第
二
項
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